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第１章 経営戦略の中間⾒直し趣旨と位置づけ 
1 中間⾒直しの策定趣旨 

下水道は、公共用水域の水質保全のほか、トイレの水洗化や生活環境の向上など、住

民の日常生活に欠くことのできないものです。 

一方、全国的には、下水道施設・管路の老朽化に伴う更新投資の増大、人口減少に伴

う使用料収入の減少などにより、下水道の経営環境は厳しさを増しています。こうした

環境の変化は本市においても例外ではなく、下水道事業に対して普及・拡大が求められ

ていた時代から、下水道資源の効率的・効果的な管理・活用及び持続的・安定的なサー

ビスの継続が求められる時代に変わりつつあります。 

今後、下水道事業を安定的に継続することが可能となるように、中長期的な経営の基

本計画である「経営戦略」の策定が総務省から要請されているところです（「公営企業

の経営に当たっての留意事項について」平成 26 年（2014）8 月、総務省通達）。 

本経営戦略では、効果的な投資試算の投入、投資の見通しを試算した計画（以下「投

資試算」という）と、適切な下水道使用料などの財源の見通しを試算した計画（以下「財

源試算」という）を均衡させて投資・財政計画（収支計画）を策定します。今回は令和

2 年（2020）4 月の計画策定から 5 年が経過し、目標年度である令和 11 年度（2029）

までの折り返し地点にあたることから、これまでの取組みを振り返り、必要な見直しを

行うことで、引き続き中長期的な視点に立った経営を行い、経営基盤強化及び財政マネ

ジメント向上の実現をめざします。 

 

2 計画期間 

本経営戦略の計画期間は、令和 2～11 年度（2020～2029）の 10 年間とし、PDCA

サイクルでの見直しを 3～5 年毎に行います。今回は計画策定から 5 年経過に伴う中

間見直しを行います。 

 

3 経営戦略の位置づけ 

本経営戦略は、本市の第４次総合計画や国の下水道ビジョン、府の京都府水洗化総合

計画等を上位計画とした本市下水道ビジョンでの各種施策等との整合を図りつつ、策定

します（図 1.1 参照）。中長期的な視点で検討した投資・財政計画に基づき、今後重点

的に取り組む施策を定めます。 

また、本経営戦略は、平成 26 年（2014）8 月に総務省から通達のあった「公営企

業の経営に当たっての留意事項について」の中で要請されている「経営戦略」として記

載すべき内容を踏まえたものとなっています。 
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したがって、本経営戦略は、本市下水道事業の中長期的な事業運営方針を示す“経営

の基本計画”と位置づけます。 

 

 

 

図 1.1 経営戦略の位置づけ 

 

 

 

 

 



3 

第２章 本市下⽔道事業の現状と課題 
1 下⽔道事業の概要 

下水道事業の創設は、昭和 54 年（1979）1 月に都市計画決定を行い、京都府の流

域下水道洛南浄化センターへの接続に合わせて、昭和 61 年（1986）3 月に大住工業

専用地域の一部で供用を開始しました。公共下水道事業は、京都府木津川流域下水道の

洛南浄化センターで処理する流域関連公共下水道であり、関連市町は、京田辺市、京都

市、宇治市、城陽市、八幡市、木津川市、久御山町及び井手町の 6 市 2 町です。収集

された汚水は、同浄化センターで処理され、宇治川に放流しています。また、農業集落

排水事業は、打田、天王、高船の 3 地区で処理施設の整備が完了しています。 

事業の概要は表 2.1～2.2 に示すとおりです。また、位置図を図 2.1 に示します。 

表 2.1 木津川流域関連京田辺市公共下水道計画の概要 

 
（出典）京都府木津川流域関連京田辺市公共下水道（洛南処理区）事業計画変更協議申出書か

ら引用（令和 2 年 3 月） 

表 2.2 農業集落排水事業の概要 

 

（出典）京田辺市農業集落排水事業パンフレット 

項目 打田 天王 高船

事業名 農村総合整備モデル事業 農業集落排水事業 農業集落排水事業

計画処理戸数（戸） 101 110 38

計画処理人口（人） 420 480 200

処理対象汚水 し尿・雑排水 し尿・雑排水 し尿・雑排水

管渠（ｋｍ） 2.9 5.1 1.6

中継ポンプ施設（箇所） 1 7 1

事業費（百万円） 631 800 390

着工年度 平成元年度 平成5年度 平成13年度

完成年度 平成8年度 平成12年度 平成18年度
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図 ２.1 京田辺市下水道事業の位置図 
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2 処理区域内⼈⼝・有収⽔量 

（1）処理区域内⼈⼝・⽔洗化⼈⼝の状況 
公共下水道事業の処理区域内人口及び水洗化人口は、行政区域内人口の伸びに伴う

増加と整備が進捗したことにより、増加しています。令和 5 年度（2023）末現在の

普及率（行政区域内人口に対する処理区域内人口の割合）は 98.7％、水洗化率（処

理区域内人口に対する水洗化人口の割合）は 97.3％であり、整備はほぼ完了してい

ます（図 2.2 参照）。 

 
（出典）H24～H30 地方公営企業決算統計調査、R1～R5 決算統計 

図 2.2 公共下水道事業の普及状況 

 

また、農業集落排水事業の処理区域内人口及び水洗化人口は、区域内の人口減少が

見られます。処理施設や管路の整備は完了しており、令和 5 年度（2023）末現在の

水洗化率は 96.7％となっています（図 2.3 参照）。 

 
（出典）H24～H30 地方公営企業決算統計調査、R1～R5 決算統計 

図 2.3 農業集落排水事業の普及状況 
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施設の有効利用の観点から、整備済み区域はすみやかに水洗化する必要があります。

さらなる向上をめざし、水洗化への啓発活動を実践していく必要があります。 

また、下水道整備が困難な地区が令和 5 年度末（2023）で 17 箇所残っており、

普及率をさらに向上するためには、個々に解消に向けた取り組みが必要となります。

下水道の整備が困難な理由としては、施工の安全性が確保できないことや、管路布設

に対して河川や道路管理者の許可がとれない地形的条件、民地を占用しなければなら

ない等の様々な現場条件があります。これらの各々の要因に対して、現場住民の協力

を得ながら対応を進めていかなければなりません。 

 

（2）有収⽔量の状況 
公共下水道事業の年間有収水量は、図 2.4 に示すとおり、水洗化人口の伸びに伴い

増加しています。 

老朽管の改築・更新工事などにより、平成 28 年（2016）から浸入水が減少し有

収率が上昇傾向にあります。令和 5 年（2023）は、有収率が 86.2％と減少してい

ますが、引き続き、管路の老朽状況の把握を行い、さらなる改築・更新工事により浸

入水を減少させ、有収率の向上に努めます。 

 

 
（出典）京田辺市公共下水道使用料調定表 

図 2.4 年間有収水量・処理水量の実績 
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3 下⽔道施設 

（1）汚⽔管路の状況 
本市では、公共下水道事業を開始した昭和 54 年（1979）から約 40 年間で、管

路の整備をほぼ完了しています。また、下水道事業開始前に開発事業で布設された管

路も下水道に移管し、管理しています。中でも、松井ケ丘及び同志社住宅の管路は本

市で最も古く、標準耐用年数の 50 年に達した管路も存在します（図 2.5、2.6 参

照）。 

令和 5 年度（2023）末現在、全布設延長は 287km となっています。 

また、図 2.7 のとおり、本市の管路のほとんどは、塩化ビニル管という腐食の起こ

りにくい素材でできていますが、最も古い上記 2 地区の管路は鉄筋コンクリート管

であり、老朽化により道路陥没などを引き起こす原因となることがあります。 

現在は、長寿命化計画を踏まえたストックマネジメント計画を令和元年度（2019）

に策定し、計画に基づいて点検・調査及び対策工事を行っています。 

ストックマネジメント計画では、令和３～６年度にかけて市内全域で管路の点検・

調査を実施し、陥没リスクが高い鉄筋コンクリート管でかつ、古い管路を対象に改築・

更新工事を進めています。 

 

 
（出典）京田辺市上下水道部内部資料 

図 2.5 布設年度別管路延長の推移 
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（出典）京田辺市下水道台帳システム 

図 2.6 布設年度
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（出典）京田辺市下水道台帳システム 

図 2.7 管材質別の管路位置図 
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（2）処理施設の状況 
本市は、農業集落排水処理施設を 3 箇所保有しています。平成 6 年（1994）に打

田地区、平成 12 年（2000）に天王地区、平成 18 年（2006）に高船地区がそれ

ぞれ供用開始しています。表 2.3 に 3 処理施設の概要を示します。 

建設後、20 年を経過した施設もあることから、今後の事業継続に当たっては、各

処理施設の機械・電気設備の更新が必要となります。 

 

表 2.3 農業集落排水処理施設の概要 

 
（出典）京田辺市農業集落排水事業パンフレット 

 

【打田地区】 

 
（出典）京田辺市農業集落排水事業パンフレット 
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【天王地区】 

 

（出典）京田辺市農業集落排水事業パンフレット 

 

【高船地区】 

 
（出典）京田辺市農業集落排水事業パンフレット 
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（3）ポンプ施設の状況 
本市には、表 2.4 に示すとおり、公共下水道事業の処理区内にマンホールポンプが

3 箇所及び真空式ポンプ場（真空ステーション）が 2 箇所あります。 

また、表 2.5 に示すとおり、農業集落排水事業の打田地区に 1 箇所、天王地区に 7

箇所及び高船地区に 1 箇所、それぞれマンホールポンプがあります。 

今後、機械・電気設備の耐用年数（20 年）を迎えるにあたり、ポンプ設備の更新を

行っていく必要があります。 

 

表 2.4 ポンプ場一覧（公共下水道） 

名称 設置年度 寸法・能力 

飯岡地区 

マンホールポンプ 
H20(2008) 

脱着式水中汚水ポンプ 

φ80mm-1.5kw×2 台 

大住大坪地区 

マンホールポンプ 
H21(2009) 

脱着式水中汚水ポンプ 

φ65mm-1.5kw×2 台 

甘南備台地区 

マンホールポンプ 
H22(2010) 

脱着式水中汚水ポンプ 

φ75mm-3.7kw×2 台 

飯岡地区 

真空ステーション 
H20(2008) 

汚水循環ポンプ 

φ100mm-7.5kw-2.0m3/min×2 台 

一休ケ丘地区 

真空ステーション 
H20(2008) 

汚水循環ポンプ 

φ80mm-5.5kw-1.7m3/min×2 台 

（出典）京田辺市公共下水道事業地方公営企業法適用業務委託（固定資産調査及び資産

評価業務）業務報告書 

 

表 2.5 ポンプ場一覧（農業集落排水事業） 

名称 設置年度 寸法・能力 

打田 中継ポンプ場 H 5（1993） 水中汚水ポンプ φ50mm-0.75kw×2 台 

天王 

NO. 1 中継ポンプ場 H11（1999） 水中汚水ポンプ φ50mm-1.5 kw×2 台 

NO. 2 中継ポンプ場 H11（1999） 水中汚水ポンプ φ65mm-3.7 kw×2 台 

NO. 3 中継ポンプ場 H11（1999） 水中汚水ポンプ φ50mm-1.5 kw×2 台 

NO. 4 中継ポンプ場 H11（1999） 水中汚水ポンプ φ50mm-0.75kw×2 台 

NO. 5 中継ポンプ場 H11（1999） 水中汚水ポンプ φ50mm-1.5 kw×2 台 

NO. 6 中継ポンプ場 H11（1999） 水中汚水ポンプ φ50mm-0.4 kw×2 台 

NO. 7 中継ポンプ場 H11（1999） 水中汚水ポンプ φ50mm-0.75kw×2 台 

高船 中継ポンプ場 H17（2005） 水中汚水ポンプ φ50mm-1.5 kw×2 台 

（出典）京田辺市公共下水道事業地方公営企業法適用業務委託（固定資産調査及び資産

評価業務）業務報告書 
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図 2.8 京田辺市の下水道施設位置図 
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（4）耐震化の状況 
本市周辺には複数の断層があり、過去に大規模な地震が起きた記録も残っています。

京都府地震被害想定調査では、生駒断層を震源とする地震で震度 6 弱～震度 7 の揺

れ、低平地での液状化が想定されています。 

平常時に限らず、地震時の非常時にも“いつでも”下水道を使えるように、老朽設

備や老朽管路の改築・更新にあわせて耐震性を強化していきます。 

（5）関連事業の状況 
本市公共下水道が流入する木津川流域下水道は、木津川下流の 6 市 2 町の区域を

対象として京都府で 2 番目に着手した流域下水道です。当初、木津川左岸流域の八

幡市及び京田辺市の区域を対象として、昭和 50 年度（1975）に都市計画決定して

事業着手し、その後、昭和 57 年度（1982）に木津川右岸地域の京都市、宇治市、

城陽市、久御山町及び井手町の区域を合併する計画変更を行い、昭和 61 年（1986）

3 月に供用開始し、平成 2 年度（1990）に山城町（現木津川市）の区域を加える計

画変更を行いました。表 2.6 及び図 2.9 に流域下水道の概要を示します。 

 

表 2.6 木津川流域下水道の概要

 
（出典）京都府ホームページ （令和 6 年（2024）4 月 1 日 現

在） 

全体計画 事業実績

6,924 ha 5,613 ha

382,067 人 370,469 人

210,300 ｍ3/日 175,200 ｍ3/日

標準法 - 　24,000 ｍ3/日

窒素・リン対応 210,300 ｍ3/日 151,200 ｍ3/日

綴喜幹線 14.5ｋｍ 平成　3年　3月供用

宇治幹線 24.5ｋｍ 平成13年10月供用

向島幹線 　4.8ｋｍ 平成　2年　8月供用

計 43.8ｋｍ 全線供用

中継ポンプ場

名称

所在地

面積

処理方法
凝集剤併用型循環式硝化脱窒法+急速ろ過
凝集剤併用型ｽﾃｯﾌﾟ流入式多段硝化脱窒法+
急速ろ過

凝集剤併用型循環式硝化脱窒法+急速ろ過
標準活性汚泥法
凝集剤併用型ｽﾃｯﾌﾟ流入式多段硝化脱窒法+
急速ろ過
嫌気・硝化内生脱窒法+急速ろ過

汚泥処理

都市計画決定 当初　昭和50年10月28日 最終変更　平成12年2月18日

都市計画法事業認可 当初　昭和50年12月　9日 最終変更　令和　2年2月  6日

下水道法事業計画策定 当初　昭和51年　2月26日 最終変更　令和　2年1月22日

項目

関係市町 京都市、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町

処理面積

処理人口

排除方式 分流式

処理能力水量

放流先 宇治川

幹
線
管
渠

法
手
続

供用開始 昭和61年3月31日

山城中継ポンプ場

洛南浄化センター

八幡市八幡焼木他

20.3　ha

濃縮・消化・脱水・乾燥

終
末
処
理
場
施
設


